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第 ６ 回 大  山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第３日） 

平成１９年６月２０日（水曜日）        

                                        

議事日程 

                             平成１９年６月２０日 午前９時３８分 開議  

１．開議宣告  

日程第 １  議案第 80 号 大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ２  議案第 81 号 大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関す  

る条例の一部を改正する条例について  

日程第 ３  議案第 82 号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の策定について  

日程第 ４  議案第 83 号 平成 19 年度大山町一般会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ５  議案第 84 号 平成 19 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ６  議案第 85 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ７  議案第 86 号 平成 19 年度大山町水道事業会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ８  議案第 87 号 工事請負契約の締結について（中山小学校校舎大規模改修工事） 

日程第 ９  議案第 88 号 工事請負契約の締結について（大山中学校技術棟改築工事）  

日程第 10  諮問第  2 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

日程第 11 陳情第  7 号  最低賃金法の抜本改正と均等待遇の実現を求める陳情  

日程第 12 陳情第  8 号  森林の整備、林業、林産業の振興に関する意見書採択の要請  

日程第 13  陳情第  9 号  ２００８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める  

陳情 

日程第 14 発議案第 6 号 森林の整備、林業、林産業の振興に関する意見書の提出につい          

            て 

日程第 15 発議案第 7 号 ２００８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める  

意見書の提出について  

日程第 16 閉会中の継続調査について  (総務常任委員会   所管事務調査) 

日程第 17 閉会中の継続調査について  (教育民生常任委員会  所管事務調査) 

日程第 18 閉会中の継続調査について  (経済建設常任委員会  所管事務調査) 

日程第 19 閉会中の継続調査について  (議会運営委員会   所管事務調査)   

────────────────────────────────────────  

本日の会議に付した事件  

１．開議宣告  

日程第 １  議案第 80 号 大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  
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関する条例の一部を改正する条例について  

日程第 ２  議案第 81 号 大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関す  

る条例の一部を改正する条例について  

日程第 ３  議案第 82 号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の策定について  

日程第 ４  議案第 83 号 平成 19 年度大山町一般会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ５  議案第 84 号 平成 19 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ６  議案第 85 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ７  議案第 86 号 平成 19 年度大山町水道事業会計補正予算（第 1 号） 

日程第 ８  議案第 87 号 工事請負契約の締結について（中山小学校校舎大規模改修工事） 

日程第 ９  議案第 88 号 工事請負契約の締結について（大山中学校技術棟改築工事）  

日程第 10  諮問第  2 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

日程第 11 陳情第  7 号  最低賃金法の抜本改正と均等待遇の実現を求める陳情  

日程第 12 陳情第  8 号  森林の整備、林業、林産業の振興に関する意見書採択の要請  

日程第 13  陳情第  9 号  ２００８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める  

陳情 

日程第 14 発議案第 6 号 森林の整備、林業、林産業の振興に関する意見書の提出につい          

            て 

日程第 15 発議案第 7 号 ２００８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める  

意見書の提出について  

日程第 16 閉会中の継続調査について  (総務常任委員会   所管事務調査) 

日程第 17 閉会中の継続調査について  (教育民生常任委員会  所管事務調査) 

日程第 18 閉会中の継続調査について  (経済建設常任委員会  所管事務調査) 

日程第 19 閉会中の継続調査について  (議会運営委員会   所管事務調査)   

日程第 16 閉会中の継続調査について  (総務常任委員会   所管事務調査) 

日程第 17 閉会中の継続調査について  (教育民生常任委員会  所管事務調査) 

日程第 18 閉会中の継続調査について  (経済建設常任委員会  所管事務調査) 

日程第 19 閉会中の継続調査について  (議会運営委員会   所管事務調査)   

 

 

 

 

 

 

────────────────────────────────────────  

出席議員（２１名） 
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１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博  

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子  

５番 敦 賀 亀 義        ６番 森 田 増 範  

７番 川 島 正 寿        ８番 岩 井 美保子  

９番 秋 田 美喜雄       １０番 尾 古 博 文  

１１番 諸 遊 壌 司       １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三       １４番 岡 田   聰  

１５番 二 宮 淳 一             １６番 椎 木   学  

１７番 野 口 俊 明              １８番 沢 田 正 己     

１９番 荒 松 廣 志              ２０番 西 山 富三郎     

２１番 鹿 島   功     

────────────────────────────────────────  

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────  

務局出席職員職氏名  

局長 ……………… 諸 遊 雅 照     書記 …………………汐 田 美 穂  

────────────────────────────────────────  

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………山 口 隆 之       副町長…………………田  中 祥 二 

教育長 ………………山 田   晋         代表監査委員……… 椎 木 喜 久 男 

大山支所長 …………河 崎 博 光          中山支所長 …………福  田 勝 清 

総務課長 …………  田 中    豊        企画情報課長 ……… 小  谷  正  寿 

住民生活課長  ………後 藤   透          税務課長  ……………野  間 一 成 

地域整備課長  ………押 村 彰 文          農林水産課長  ………池  本 義 親 

水道課長 ……………小 西 正 記          福祉保健課長  ………戸  野 隆 弘 

人権推進課長  ……… 近 藤 照 秋         観光商工課長  ………福  留 弘 明                   

大山振興課長  ……… 斎  藤      淳          診療所事務局長………中  田 豊 三 

教育次長兼学校教育課長…狩  野  実         社会教育課長  ………麹  谷 昭 久  

幼児教育課長  ………高 木 佐奈江        農業委員会事務局長…高  見 晴  美 

─────────────────・───・───────────────  

午前９時３８分開会 

開議宣告 

○議長（鹿島 功君） 皆さんおはようございます。６月定例会もいよいよ本日が定例

議会最終日となりました。質疑・討論・採決を行なっていただきます。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。 
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ただいまの出席議員は２１名であります。定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  

─────────────────・───・───────────────  

○議長（鹿島 功君） ここで、一般質問を行った際に質問がもれて執行部が答えがま

だ出ていないということでございますので、受けたいと思います。農業委員会。 

○農業委員会事務局長（高見晴美君）  先日の秋田議員さんの質問にかかる答弁が不

十分でしたので、補足をさせていただきたいと思います。あらかじめ説明資料はお配

りしておりますが、担い手への農地利用集積背面積でございますが、平成１９年３月

３１日現在面積８２１ヘクタール、率は１８％で県下で４位でございます。以上です。 

─────────────────・───・───────────────  

日程第１  議案第８０号   

○議長（鹿島 功君） それでは議事に進みたいと思います。  

日程第１、議案第８０号 大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

０号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８０号は原案のとおり可決

されました。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第 ２  議案第８１号   

○議長（鹿島 功君） 日程第２、議案第８１号 大山町光ファイバーネットワーク施

設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 
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○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

１号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８１号は原案のとおり可決

されました。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第３  議案第８２号   

○議長（鹿島 功君） 日程第３、議案第８２号 大山町大山辺地に係る総合整備計画

の策定についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

２号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８２号は原案のとおり可決

されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第４  議案第８３号   

○議長（鹿島 功君） 日程第４、議案第８３号 平成１９年度大山町一般会計補正予

算（第 1 号）についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありません

か。２０番、西山富三郎君。  

○議員（２０番  西山富三郎君）  ４点質問いたします。２ページの第１表に歳入歳

出予算補正が示されています。国庫支出金の中に負担金と補助金が計上されています。

国は財政の基本原則として財政民主主義といっているようです。このことをどう理解

していますか。根拠法はどこですか。これらを受けて自治体は予算編成をして今回提

出されております、この根拠法は何ですか。  

２点目、８ページ、弁護士委託料が計上されています。富長のコメリの件だと思い

ますが、成功報酬の可能性があるとみていいですか。町民との間で法による解決は好

ましくないのですが、その経過を若干お教えください。  

３点目、１８ページ、特色ある保育園づくり、本年からのようでありますが、内容

の説明をしてください。予算は１０園均等配分ですか、傾斜配分ですか。  
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４点目、小学校英語教育が出ております。その内容について、重要性について少し

説明してください。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  西山議員さんのご質問には、それぞれ担当課長から答弁させ

ていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまの西山議員さんのご質問、第１点目についてお

答えさしていただきたいと思います。  

財政民主主義の考え方ということでございますけれど、これは日本国憲法の第７章

にうたってあると理解しております。この財政民主主義の憲法にうたわれる経緯とい

うのは、やはり、私の記憶によりますと、１７世紀イギリス、１８世紀アメリカ、フ

ランスの市民革命の中でですね、当時の国の政府が議会の同意を得ないで税を強制的

に課したということでこの市民革命が起こったと思っております。そういうことで、

財政の基本について各国の憲法に明記されるようになったということで日本国憲法に

おいても第７章において明記がされておるということでございます。  

 ちなみに町の予算でございますが、これに関連して基づきまして地方自治法の方の

第９６条で町の予算について議会の議決を必要とするということで毎回定例会におい

て予算を提案させていただいているのが基本だと考えております。以上であります。  

○議長（鹿島 功君） 所管の答弁は言ってください。企画情報課長。  

○企画情報課長（小谷正寿君）  西山議員さんのコメリの裁判に掛かる成功報酬の可

能性はというご質問でございます。  

今回の補正予算は、富長のコメリ、これの建設に絡みまして隣接に田んぼを所有し

ておられます所有者の方に当初建設計画をご説明申し上げたところでございます。そ

の後、用地の面積、場所は変わらないんですけれども、コメリの建物が建つ位置が少

しずれたということで、農地の所有者の方はそれは計画変更にあたるのでないかとい

うようなことでおっしゃいますし、町の方はいやこれは面積も変わらないし、その田

んぼとの間に農道も走っている、それから、そういうことで建物の面積も変わらない

ので、これは軽微の変更である、というようなことでお互いの考え方が一致しません

でして、結局裁判に、訴訟を起こされたということでございます。で、１８年度、そ

もそも１７年度の終わりぐらいには裁判を起こされましたので、こちらも弁護士を立

てて裁判をするということで、その時緊急でございましたので、予備費対応というこ

とで着手金を１０万円ほどお支払いしたというようなことでございます。で、１８年

も今回と同じ額を計上しておりました。これ弁護士と相談済みでございます。ただ１

８年は執行されませんでした。で、今年の４月か５月に判決が出るという予定でござ

いまして、本来当初予算で組んでおくべきでしたのを忘れておったということでござ
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います。で、判決事態は６月２６日に出るということでございます。で、成功報酬の

額は１８万４，８００円、一覧表っていうのがございまして、それによって算出して

おります。 

それから、町民と法によって争うのは好ましくないのではないかということでござ

いますが、確かにそうだと思いますが、今は辞められました片山知事も、片がつかな

いものはどんどん訴訟で決着をつけるべきだというような考えも示されておりますと

おり、こちらといたしましては、訴えられた立場でございますので、まあそれは止む

を得ないのかなというような思いでおります。以上でございます。  

○議長（鹿島 功君） 幼児教育課長。 

○幼児教育課長（高木佐奈江君）  西山議員さんのご質問にお答えいたします。特色

ある保育所づくりとは何かというご質問でしたけれど、保育所の子どもたちが楽しみ

ながら学ぶ、いろいろな計画を各保育所が立てております。保育所の活動をこれによ

って高めていくものでございます。で、予算の配分は傾斜か均等かということでござ

いましたが、保育所から計画書が出ておりまして、これによりまして、一応の内示と

いうかそういうものをしておりまして、今回の補正は、当初のものを組み替えており

ます。明日、連絡会におきまして、決定します。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（狩野  実君）  ただいまのご質問にお答えいたします。小学校英語

活動等国際理解推進事業につきましては、これは国からのモデル事業ということで英

語活動を推進するということで行っております。  

 現在小学校につきましては、総合的な学習の時間を活用しまして、担任の先生を中

心にＡＬＴ、外国語指導助手を活用しながら、国際理解教育ということで英語活動を

推進しているところであります。狙いとしましては、国際理解教育ということもあり

ますが、コミュニケーション能力を育成するというようなこともまた狙って行ってい

るところであります。  

なお、小学校における英語の教科化っていうことも一部議論もされておりますが、

現在は教科としての英語教育ではなくて、国際理解教育を目指したその英語活動とい

うことで小学校では今広く行われているところであります。以上です。  

○議長（鹿島 功君） ２０番、西山富三郎君。  

○議員（２０番  西山富三郎君）  総務課長、簡単にご説明しましたが、日本の国の

ね、外国に関わらず国会が開設されたのは、苛斂な税があるのに、怒って国会が開設

されたというケースがあります。第７章というけれど、第何条にどう書いてあります

か。第何条にどう書いてあるか。それから９６条はご承知のようにね、１５項まであ

るですよ、１５項まで。それからわれわれが特に大事にせないかん議決事項の追加と

いうことで、９６の２があると。９６のどこが予算の項ですか。  
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それから弁護士費用はまあこれでいいね。  

それから特色ある保育所づくり、もうちょっと内容を。内容を。例えば田んぼを作

るだとかおじいさんだ等とか、いろいろなことを教えてくれんと、説明書が出るだけ

じゃいけんでないですか。  

小学校の英語教育、世界はいくつあるかよく分かりませんが、１２５、６もあるん

でしょうか、そのうちの２０くらいが英語を国語とし、公文書としておるというふう

なことがありますね。英語がまだアンクロサクソン語と言われた時代はですね、僅か

２００何年とか５００何年ぐらいしかなかった小国のものだったそうですけれど、普

及した。そこで教育新時代というふうな言葉が国の方は出ておりますが、これと関係

がありますか。以上です。  

○町長（山口隆之君） 再質問にはそれぞれ担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまのご質問にお答えしたいと思います。憲法の関

係でございますけれど、憲法第８３条、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基

づいて、これを行使しなければならない。次に８４条でございますけども、あらたに

租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によること

を必要とする、ということで、国民の代表である国会の議決を必要とするということ

でございます。  

それから町の予算でございますが、地方自治法第９６条第１項第２号ですね。予算

の議決ということでございます。以上であります。  

○議長（鹿島 功君） 幼児教育課長。 

○幼児教育課長（高木佐奈江君）  特色ある保育所づくりの内容を詳しくということ

でございましたので、１０園の計画を申し上げます。  

まず上中山ですけれど、老人クラブとの交流と食育活動、下中山でございますが、

体力づくりとお年寄りとの交流、逢坂ですが手話、保護者と共に手話を習うことと、

デイサービスとの交流、光徳保育所ですけれど、食農保育、田植えから稲刈り、収穫

祭、餅つきまでを行うということでございます。それから名和ですけれども、リトミ

ックと申しまして、音楽遊びを年間を通してやるということです。大山保育所ですけ

れども、大山の散策、地元を子どもたちが知るということで大山の散策と交通安全に

ついて年間学ぶということです。所子保育所ですが、食育での交流、デイサービスや

老人施設との交流、庄内保育所ですが、ケアハウスや老人ホームとの交流です。高麗

保育所ですけれども、体の不自由な方の施設や老人の施設との交流と、お茶を通して

の公民館活動の方との交流を年間を通してやるという計画書をいただいております。

以上です。 

○議長（鹿島 功君） ２０番いいですか。  
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〔「まだ、学校教育課が」と呼ぶものあり。〕 

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（狩野  実君）  お尋ねの件ですが、現在国際化の中で子どもたちが

表現力やコミュニケーション能力をつけていくことが必要だということで英語を通し

てということで、英語を学ぶというよりは英語を通してそういう力をつけていくとい

う今の教育の流れの中に沿ったもので行っているところであります。  

○議長（鹿島 功君） いいですか。はい、８番、岩井美保子君。  

○議員（８番 岩井美保子君）  歳入について４ページですが、雑入について２点ほ

ど質問いたしますが、農林水産業費雑入ということで中山間地地域直接支払推進事業

の返還として、返還金として５万１，０００円あがっております。これはどんな意味

でしょうか。それからもう一つ商工費雑入で、活力ある地域づくり支援事業助成金が

３５０万ほど入っております。これは、ひと所に使うような場合の活力ある地域づく

りのことでしょうか。それとも転々とばら撒くようなあれに使ってもいいような資金

でしょうか。以上、お願いいたします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  岩井議員さんのご質問にはそれぞれ担当課長から答弁いたし

ます。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  雑入の中山間地地域等直接支払推進事業返還金につ

いてでございます。５万１，０００円計上いたしております。これにつきましては、

これまで対象農地につきまして昨年４月に会計自治検査が入っております。その際に

対象農地としての解釈、これにつきまして検査員との相違がございました。で、これ

につきまして県の方の指導もありましたが、１８年度で返還部分に該当する農地の整

理をいたしました。再度精査をいたしましたところ、当初予算で６０４万５，０００

円計上いたしておりますが、一筆漏れがございました。その分について、今回補正を

載せていただいたものでございます。  

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（斉藤  淳君）  岩井議員のご質問にお答えいたします。活力ある地

域づくり支援事業助成金についてでございますが、これは大山寺エリアで空き店舗と

なる場所、観光センター、大山観光センターのですね、空き店舗活用としてですね、

ギャラリーあるいはアンテナショップ的な構想を今考えておりまして、具体的に当初

予算でも事業費は７００万予算計上させていただいておりますが、今回宝くじ助成事

業の補助金がついたということで、計上させていただいたものでございます。以上で

す。 

○議長（鹿島 功君） ほかに質疑ありませんか。１４番、岡田 聰君。 
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○議員（１４番  岡田  聰君）  ちょっと１点だけ伺います。３カ月ばかりでこれだ

けの多いか少ないかちょっと分からんですが、補正ですが、内容を見ますと人件費が

大半のようですが、６ページ総務費一般管理費、給料職員手当等差引９２５万円、９

ページの企画費給料職員手当て等３，２９８万、それから８ページ税務総務費、同じ

く１，９８０万くらいですね。１１ページ民生費の社会福祉費、ここも給料とか職員

手当等で１，１００万いくら、合わせて７，３００万ほどになりますが、これは当初

予算では組めなかった。どうして組めなかったのかそこを、そこら辺りをお願いいた

します。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  岡田議員さんのご質問には担当課長から答弁させていただき

ます。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中 豊君） ただいまの岡田議員のご質問にお答えしたいと思います。  

１９年度当初予算の取りまとめをしますが、１８年の１１月末ということでありま

す。それから人件費関係につきましてですが、４月１日の異動を予想しての予算組み

というのはとても困難なことであります。そういうことで４月１日、機構改革で新た

に大山振興課ができたということで、一般会計に係る職員は、提案理由の際にも、町

長から提案理由を申し上げたわけですが、１名の増ということで、トータル的には４

月１日の人事異動にかかるものが大半でございます。  

今回の定例会においては、特別会計の方は人件費以外、人件費だけの補正も考えた

わけでありますが、時に必要とする部分がございませんでしたので、特別会計の人件

費については９月補正ということにしております。一般会計は１名増えたということ

になりますと、特別会計の方では職員が減ということになろうかと思っております。

額的には多く出ておりますけれど、その一つの要因としましては、定年退職者以外に

退職者が３月末にあったということで、それに掛かります退職手当の特別負担金が、

１，０００万以上出たということでご理解をいただきたいと思います。以上でありま

す。 

○議長（鹿島 功君） ７番、川島正寿君。 

○議員（７番  川島正寿君）  ２点お願いします。２３ページの公民館費の委託料、

シルバー人材センターの業務委託、これはどんな業務を委託でしょうか。１６４万９，

０００円。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  川島議員さんのご質問には担当課長さんから答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 社会教育課長。 
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○社会教育課長（麹谷昭久君）  川島議員さんからご質問がございました件につきま

してお答えさせていただきます。  

シルバー人材センター業務委託料で１６４万９，０００円上がっておりますが、こ

れはもともと賃金で同額、臨時職員賃金ということで組んでございましたのが、委託

料に組み替えになったものでございまして、中山公民館の警備委託料の分でございま

す。以上でございます。  

○議長（鹿島 功君） ７番、川島正寿君。 

○議員（７番  川島正寿君）  中山公民館の警備、警備をシルバー人材がするわけで

すか。 

○議長（鹿島 功君） 答弁。社会教育課長。  

○社会教育課長（麹谷昭久君）  今までは警備員さんが直営でですね、公民館が直営

で雇用しておりましたけれど、この４月からは、シルバー人材センターの方に委託を

した警備委員さんといいましょうか、そういう形で５時以降の業務を行っていただい

ているということでございます。以上でございます。  

○議長（鹿島 功君） ７番、川島正寿君。 

○議員（７番  川島正寿君）  もう一点、先ほど１４番議員が質問された件とちょっ

と重複する面もありますが、２６ページの給料及び職員手当の増減額の明細というと

ころで、その他の増減分、職員の人事異動による増が７１６万３，０００円。職員が

１名増にはなっておるわけなんですが、これは新規採用された方の分でしょうか。そ

れともう一点、職員手当でその他の増減分で２，５５２万２，０００円、で先ほど説

明された退職組合負担金が１，６５０万というのは説明があって分かるわけなんです

が、その他の手当がこんなに増額になるもんなのでしょうか。その辺、お尋ねいたし

ます。 

○議長（鹿島 功君） ７番議員さん、項目として他にも質問がありますか。あればい

っぺんにお願いしたいですけれど。これでいいですか。  

○議員（７番 川島正寿君）  はい。 

○議長（鹿島 功君） はい、答弁。 

○町長（山口隆之君）  川島議員さんの質問には担当課長から答弁させていただきま

す。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまのご質問でございます。まず、給料のその他の

増減７１６万の分でございますが、ちょっと頭の中に浮かべていただきたいと思いま

すけれども、４月１日やはり人事異動に絡みますけれど、給料の安い職員が特別会計

の担当になった。給料の高い職員が一般会計の担当になったということで理解してい

ただきたい。１名の増は当然ありますけれど、そういうふうに考えていただければお
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分かりになるんじゃないかなとこう思います。  

 それからその他の増減分ということでの質問でございます。退職手当組合の負担金

の部分も若干ちょっと補足しますと、特別負担金、先ほど申し上げましたけれど、通

常の負担金、一般負担金でございますが、県の町村職員退職手当組合に加入しておる

わけですけれども、これまで１００分の１７の負担を毎年払っておりましたけれども、

私４月１日、本町総務課長ということで来て、若干そこの辺を把握しておらない部分

がありますけれど、１９年度は１００分の１８にということが決定されているようで

して、その部分の負担の増も出ておるということでございます。それから扶養手当と

か住居手当、通勤手当等につきましてはそれぞれ職員も扶養が増えたり減ったり、あ

るいは人事異動によって勤務地が変わったりというようなこともございますし、新た

にアパートを借りて住むようになったと、そういうようなこともありますので、そう

いった需要での増減があるということでご理解いただければと思います。以上であり

ます。 

○議長（鹿島 功君） いいですか。７番。 

○議員（７番 川島正寿君）  はい。 

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

３号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８３号は原案のとおり可決

されました。  

────────────────・───・───────────────── 

日程第５  議案第８４号   

○議長（鹿島 功君） 日程第５、議案第８４号 平成１９年度大山町老人保健特別会

計補正予算（第 1 号）についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 
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○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

４号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８４号は、原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第６ 議案第８５号  

○議長（鹿島 功君） 日程第６、議案第８５号 平成１９年度大山町情報通信事業特

別会計補正予算（第 1 号）についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑

はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

５号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８５号は、原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第７  議案第８６号  

○議長（鹿島 功君） 日程第７、議案第８６号 平成１８年度大山町水道事業会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

６号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８６号は、原案のとおり可
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決されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第８ 議案第８７号  

○議長（鹿島 功君） 日程第８、議案第８７号 工事請負契約の締結について（中山

小学校校舎大規模改修工事）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。

町長。 

○町長（山口隆之君）  ただいまご上程をいただきました、議案第８７号 工事請負

契約の締結について提案理由のご説明を申し上げます。  

平成１９年６月１１日付けで中山小学校校舎大規模改修工事に関する仮契約を締結

したところであります。  

この工事請負契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項第５号及び

大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。  

契約の目的は、中山小学校校舎大規模改修工事であります。契約金額は、２億５，

１４７万５，０００円、工期は、議会議決の翌日から平成１９年１１月３０日まで、

契約の相手方は、東伯郡琴浦町大字赤碕２０００番地１株式会社  井木組  代表取締

役 井木敏晴。契約の方法は、指名競争入札であります。以上で議案第８７号の提案

理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。７番、川島正

寿君。 

○議員（７番  川島正寿君）  請負金額が、２億５，０００万ということで相当な金

額になりますが、この耐震工事の大規模改修の工法、どういった工法なのか、それと

工期内の児童の安全はどのように図られるのか、以上２点お尋ねいたします。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田 晋君） 川島議員さんのご質問には、担当課長からお答えします。  

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（狩野  実君）  ではお答えします。というか私も工法に、何々工法

という専門的な用語は少し分からないところがありますが、耐震のための筋交いとい

いますか、校舎の１階２階部分に筋交いを入れる工事ということで、工法名はちょっ

と存じておりません。  

 それから児童の安全につきましては、主に校舎の中、児童の授業等に関わる部分に

つきましては、夏休みに重点的に行うということでして、夏休み前、それから夏休み

後も工期には含んでおりますけれど、それは授業に支障のない範囲の工事を行うとい

うことで確認をしているところであります。以上です。  

○議長（鹿島 功君） ７番、川島正寿君。  



 112 

○議員（７番  川島正寿君）  もう一度お尋ねいたしますが、現校舎は鉄骨構造です

か、ＲＣコンクリート構造ですか。それでコンクリートの建物全体１階２階部分を鉄

骨Ｈ構で囲ってそれに対してやっていく工法ですか。  

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（狩野  実君）  お答えします。まず校舎ですが、鉄筋コンクリート

づくりということであります。教室棟は３階ですが、その他２階の部分もあります。

それから工事ですが、廊下教室の窓の外部にプレキャストコンクリート製の筋交いを

設置すると、鉄骨筋交いの補強ということで行っております。  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

７号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

            〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８７号は、原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第９ 議案第８８号  

○議長（鹿島 功君） 日程第９、議案第８８号 工事請負契約の締結について（大山

中学校技術棟改築工事）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山口隆之君）  ただいまご上程いただきました議案第８８号  工事請負契約

の締結について提案理由のご説明を申し上げます。 

平成１９年６月１１日付けで大山中学校技術棟改築工事に関する仮契約を締結した

ところであります。  

この工事請負契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項第５号及び

大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。  

契約の目的は、大山中学校技術棟改築工事であります。契約金額は、１億３，９４

４万円。工期は、議会議決の翌日から平成２０年２月２２日まで。契約の相手方は、

米子市古豊千２２５番地１ 株式会社金田工務店代表取締役金田  勝。契約の方法は、

指名競争入札であります。以上で議案第８８号の提案理由のご説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第８

８号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第８８号は、原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１０ 諮問第２号  

○議長（鹿島 功君） 日程第１０、諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長  (山口隆之君 )  ご上程いただきました諮問第２号  人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることについて提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、任期満了となります人権擁護委員について検討の結果、新たに大塚典子さ

んを推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの

であります。  

大塚さんは、人格・見識ともに高く、社会の実情にも通じ、適任と考え推薦するも

のであります。大塚典子さんは昭和４４年に大山町大山診療所職員として採用され、

合併前には大山町教育課長などを歴任され、平成１７年の合併後におきましては、大

山町中央公民館長兼名和公民館長として、生涯学習の推進、人権教育をはじめとする

社会教育の充実に貢献をされてきた方であります。  

なお、発令期間は平成１９年１０月１日から平成２２年９月３０日までの任期３年

の予定であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げ、提案理由の説明を終わり

ます。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから諮問第２

号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり推薦することに賛成の方は起立願います。   
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〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、諮問第２号は、原案のとおり推薦

することに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１１ 陳情第７号   

○議長（鹿島 功君） 日程第１１、陳情第７号 最低賃金法の抜本改正と均等待遇の

実現を求める陳情についてを議題とします。審査結果の報告を求めます。総務常任委

員長、椎木学君。  

○総務常任委員長（椎木  学君）  総務委員長の椎木でございます。ただいま議題と

なりました陳情第７号 最低賃金法の抜本改正と均等待遇の実現を求める陳情につい

て、総務常任委員会の審査結果の報告をいたします。  

去る６月１３日審査会を開催いたしまして、付託となりました陳情を審査いたしまし

た。 

陳情第７号は、今や大きな社会現象となっています。働いても生活することすらま

まならない「ワーキング・プア」と呼ばれる人たちの救済のため、最低賃金制度の改

正を求める陳情であります。鳥取県の地域別最低賃金は６１４円という、生活を維持

するのが困難な低さなので、全国一律の最低賃金制度を導入するなどして、労働者の

賃上げと景気の回復につなげたいという内容の陳情であります。陳情どおり、賃金を

引き上げれば雇用主は大変だという意見もあり、また全国一律１，０００円の賃上げ

は、鳥取県の実状にそぐわないとの意見に集約されました。また同じ提出者が、同意

文で２００６年２月１５日に提出されていますが、その時は趣旨採択をされています。

以上を踏まえまして当委員会では、趣旨採択すべきものと決しました。以上で総務常

任委員会の審査結果の報告を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから陳情第７号 最低賃金法の抜本改正と均等待遇の実現

を求める陳情について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認めます。これから陳情第７号を採決します。  

この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は、起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、陳情第７号は、委員長の報告のと

おり趣旨採択することに決定しました。  
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────────────────・───・─────────────────  

日程第１２ 陳情第８号 

○議長（鹿島 功君） 日程第１２、陳情第８号 森林の整備、林業、林産業の振興に

関する意見書採択の要請についてを議題とします。審査結果の報告を求めます。経済

建設常任委員長  足立敏雄君。  

○経済建設常任委員長（足立敏雄君）  経済建設常任委員長の足立でございます。た

だいまから陳情第８号 森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書の提出に関

する陳情について、経済建設常任委員会の審査結果の報告をいたします。  

 審査年月日は、平成１９年６月１３日、審査の委員７名全員出席のもと開催いたし

ました。 

 陳情の内容は、温室効果ガスの吸収源として地球環境の保全に大きな役割を果たし、

また山地災害を未然に防止するなど、森林の合わせ持つ機能は高く期待されつつあり

ます。 

一方、林業・木材産業を取巻く環境はより厳しく、森林・林業の担い手育成、国産

材の安定供給体制の整備と利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生、地球的規模で

の環境保全対策や持続可能な森林経営に向けた施策等が、広く展開されるよう国に要

請するものであります。  

７名全員、全会一致で採択すべきものと決しました。以上で、経済建設常任委員会

の審査結果の報告を終わります。以上です。 

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第８

号を採決します。この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、陳情第８号は、委員長の報告のと

おり採択することに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１３ 陳情第９号 

○議長（鹿島 功君） 日程第１３、陳情第９号 ２００８年度国家予算編成において

教育予算拡充を求める陳情についてを議題とします。審査結果の報告を求めます。  

教育民生常任委員長  秋田美喜雄君。 
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○教育民生常任委員長（秋田美喜雄君） ただいま議題になりました陳情第９号  ２

００８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める意見書の提出に関する陳情に

ついて、教育民生常任委員会の審査結果の報告をいたします。  

審査年月日は平成１９年６月１５日、７人の委員全員で審査いたしました。  

  陳情内容は、子どもたちに豊かな教育を保障するためには、社会の基盤づくりがき

わめて重要である。しかしながら、地方自治体の財政が厳しい中にあって、少人数教

育の推進や学校施設整備などを含めた教育条件に地域間格差が拡がりつつあり、自治

体の財政力によって、セーフティネットとして、子どもたちが受ける「教育水準」に

格差があってはならないことから、現行の教育制度を維持拡充していくためには、義

務制第８次・高校第７次教職員定数改善計画の実施、義務教育費国庫負担金１／３か

ら１／２への復元や地方交付税を含め国の予算を拡充することが必要であるというも

のです。願意は妥当であると認め、全会一致で採択すべきものと決しました。以上で、

教育民生常任委員会の審査結果の報告を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから陳情第９

号を採決します。この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。したがって、陳情第９号は、委員長の報告のと

おり採択することに決定しました。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は１０時４５分にしたいと思います。  

午前１０時３３分 休憩 

────────────────・───・─────────────────  

午前１０時４６分 再開 

日程第１４ 発議案第６号 

○議長（鹿島 功君） 再開します。日程第１４、発議案第６号 森林の整備、林業・

林産業の振興に関する意見書の提出についてを議題とします。提案理由の説明を求め

ます。提出者  足立敏雄君。  

○提出者（１２番 足立敏雄君） ただいま議題となりました発議案第６号 森林の整

備、林業・林産業の振興に関する意見書の提出について、これの提案理由のご説明を

いたします。  

発議案第６号は、先ほど皆さん方のご採択をいただきました陳情第８号を審査した
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結果、採択すべきものと決しましたので、意見書の提出を発議するものであります。 そ

れでは、お手元の書類を見ていただきながら説明を朗読に変えて終わりたいと思いま

す。 

発議案第６号 森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書の提出について、

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。平成１９年６

月２０日提出。提出者、私以下経済建設常任委員の７名であります。  

森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書、昨今、温室効果ガスの増加によ

る地球温暖化現象が人類の生存基盤を揺るがす重要な環境問題とされる中で、平成１

７年２月には「京都議定書」が発効し、これを受け、同年４月に政府は「京都議定書

目標達成計画」を策定いたしましたが、その中で森林は温室効果ガスの吸収源として

の大きな役割が課されている。  

 また、１７年７月のグレンイーグルズ・サミットにおいて、違法伐採に取り組むこ

とが地球環境の保全や森林の持続可能な経営に向けた第一歩であることが合意され、

昨年７月サンクトペテルブルク・サミットでもその重要性が再確認されたところであ

る。我が国においても、政府及び業界が一体となって違法伐採対策への取組に着手し

たところであり、早急な定着が求められている。  

 一方、近年大規模な自然災害が多発しており、山地災害を未然に防止するため治山

対策や森林の整備・保全の一体的な推進が強く求められている。  

 このような中で、平成１７年度にあっては、用材自給率も７年ぶりに２割を超える

見込みとなり、平成１５年度以降林業への新規就業者が増加するなど、わずかながら

ではあるが明るい兆しも見受けられる。しかしながら、今なお厳しい状況が続いてい

る林業・木材産業の再生につなげていくには、森林吸収源対策としての森林整備を図

るための追加的事業費の継続や新たな森林・林業基本計画に導入された工程管理の検

証など、今後これらの兆しを助長・発展させるための強力な施策の展開が必要である。  

 特に、追加的事業の緊急的な対応の中で、地方自治体や個人に係る費用負担が障害

となるなど、現下の森林・林業・木材産業の厳しい実態を踏まえ、林業・木材産業の

再生に向けた強力な施策の展開がなされるよう要請し、具体的には下記の事項につい

てその実現を強くお願いする。  

記、１、多様で健全な森林の整備・保全等を促進する新たな森林・林業基本計画の

推進とこれを実現するための平成２０年度予算の確保。２、地球温暖化防止森林吸収

源対策を推進するための追加的事業費の安定的な財源の確保と、事業執行に伴う地方

財政追加措置及び森林所有者負担の軽減。３、森林・林業の担い手の育成・確保及び

国産材の安定供給体制の整備と利用拡大を軸とする林業・木材産業の再生に向けた諸

施策の展開。４、国民の安全・安心な暮らしを守る国土保全対策の推進。５、特に、

国有林野にあっては、安全・安心な国土基盤の形成と地域振興に資する管理体制の確

保。６、地球的規模での環境保全や持続可能な森林経営を目指した違法伐採対策の推
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進。７、森林整備地域活動支援交付金制度の継続・充実。以上、地方自治法第９９条

の規定により意見書を提出する。平成１９年６月２０日鳥取県大山町議会。あて先は、

下記の内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、衆議院議長、参議院議長             

以上でございます。  

 以上で提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これから発議案第６号  森林の整備、林業、林産業の振興に関

する意見書の提出についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、討論を終わります。これから発議案第６号を

採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。従って、発議案第６号は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────・───・─────────────────  

日程第１５ 発議案第７号 

○議長（鹿島 功君） 日程第１５、発議案第７号  ２００８年度国家予算編成におい

て教育予算拡充を求める意見書の提出についてを議題とします。提案理由の説明を求

めます。提出者  秋田美喜雄君。  

○提出者（９番 秋田美喜雄君）  ただいま議題となりました発議案第７号 ２００

８年度国家予算編成において教育予算拡充を求める意見書の提出について提案理由の

ご説明をいたします。  

本案は、陳情第９号を審査した結果、採択すべきものと決したので、意見書の提出

を発議するものであります。  

  それでは、意見書を朗読いたします。２００８年度国家予算編成において教育予算

拡充を求める意見書、子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りに

とってきわめて重要なことである。現在、本県をはじめ多くの都道府県で、児童生徒

の実態に応じ、きめ細やかな対応ができるようにするために、少人数教育が実施され

ており、保護者や子どもたちから大変有益であるとされている。  

 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が２分の１から３分の１に縮小されたこ

とや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自に少人数教

育を推進することには限界がある。このため、学校施設などを含めて教育条件の地域

間格差も拡がりつつある。  
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 一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がす

すんでいる。自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、セーフティーネットと

して子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはならない。日本の教育予算は、

ＧＤＰ比に占める教育費の割合や教職員数などに見られるように、ＯＥＣＤ諸国に比

べて脆弱と言わざるを得ない。教育は未来への先行投資であり、子どもたちがどこに

生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育を保障しなければならない。そのために

は教育予算を国全体としてしっかりと確保・充実させる必要がある。  

 よって政府に対し、地方自治法第９９条の規定により下記の通り意見書を提出する。 

 記、１．きめの細かい教育の実現のために、義務制第８次・高校第７次教職員定数

改善計画を実施すること。２．義務教育費国庫負担制度について、国負担率を２分の

１に復元することを含め、制度を堅持すること。３．学校施設整備費、就学援助・奨

学金など教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。４．教

職員の人材を確保するため、教職員給与の財源を確保・充実すること。以上でござい

ます。平成１９年６月２０日鳥取県大山町議会議長 鹿島  功。送付先は内閣総理大

臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣。以上で終わります。 

○議長（鹿島 功君） これから発議案第７号  ２００８年度国家予算編成において教

育予算拡充を求める意見書の提出についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 討論なしと認め、討論を終わります。これから発議案第７号を

採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君） 起立多数です。従って、発議案第７号は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────・───・─────────────────  

 日程第１６ 総務常任委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（鹿島  功君） 日程第１６、総務常任委員会の閉会中の継続調査についてを議

題といたします。  総務常任委員長から、お手元に配布しております申出書のとおり、

会議規則第７５条の規定によって、閉会中の継続調査の申し出がありました。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（鹿島  功君） ご異議なしと認めます。従って、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１７ 教育民生常任委員会の閉会中の継続調査について  

○議長（鹿島 功君） 日程第１７、教育民生常任委員会の閉会中の継続調査について

を議題といたします。  

教育民生常任委員長から、お手元に配布しております申出書のとおり、会議規則第

７５条の規定によって、閉会中の継続調査の申し出がありました。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君） ご異議なしと認めます。従って、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１８ 経済建設常任委員会の閉会中の継続調査について  

○議長（鹿島 功君） 日程第１８、経済建設常任委員会の閉会中の継続調査について

を議題といたします。  

 経済建設常任委員長から、お手元に配布しております申出書のとおり、会議規則第  

７５条の規定によって、閉会中の継続調査の申し出がありました。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島  功君） ご異議なしと認めます。従って、委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第 1９ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について  

○議長（鹿島 功君） 日程第１９、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議

題といたします。  

 議会運営委員長から、臨時会を含む次の議会の運営を円滑かつ効率的に行なうため

に、閉会中において議会運営に関する事項を継続調査したい旨の申し出がございまし

た。 

お諮りします。委員長からの申し出のとおり、決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） ご異議なしと認めます。従って委員長から申し出の通り、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。  
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────────────────・───・─────────────────  

       閉会宣告 

○議長（鹿島 功君） これで本定例会の会議に付された事件は全部終了しました。  

会議を閉じます。平成１９年第６回大山町議会定例会を閉会いたします。 

○局長（諸遊雅照君） 一同起立、礼。お疲れさまでした。  

─────────────────・───・────────────────

午前１１時０１分 閉会 
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